
 

船舶事故調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１月２０日 １３時５５分ごろ 

発生場所 三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭７４岸壁前面海域 

 四日市港東防波堤北灯台から真方位３５３°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°５９.８′ 東経１３６°３９.９′） 

事故の概要  貨物船いせ みらいは、離岸操船中、岸壁係留中の自動車専用船あ

さかに衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 いせ みらい、６,４５５トン 

１４３９０９、株式会社商船三井内航、株式会社テクノ中部、

協同海運株式会社 

Ｂ 自動車専用船 あさか、２,９８８トン 

   １４２１７９、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、日向海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に曲損 

Ｂ 船首部外板に曲損、岸壁に駐車中の車両４台に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、霞ヶ浦南ふ頭７５岸壁におい

て船首を南西方に向けて右舷着けしていたが、広島県尾道市因島に向

け離岸準備をしていた。 

 Ａ船は、２枚のシリングラダーの角度を組み合わせることにより、

主機を前進回転としたまま、後進及び横移動等ができるベクツインラ

ダーシステムを備え、操舵室中央の操舵スタンド及び両舷の遠隔操縦

スタンドにあるジョイスティックで操舵する仕様となっており、ジョ

イスティックに切り替える際には、操舵スタンドの切替えスイッチを

長押しする必要があった。 

 船長Ａは、ふだん、操舵室の出港準備を行ったのち、船内ミーティ

ングを行ってから乗組員を出港配置に就けていたものの、当時は操舵

室の出港準備を行う前に船内ミーティングを行ったので、乗組員を出

港配置に就けたのち、急いで操舵室の出港準備を始めた。 

 船長Ａは、操舵スタンドの舵輪で舵機の作動テストを行い、舵を中



 

 

央に戻したのち、ジョイスティックの切替えスイッチを押したものの

長押しをしておらず、ジョイスティックに切り替わっていなかった

が、操縦権の表示を確認せず、ジョイスティックに切り替わったつも

りでいた。 

 船長Ａは、離岸を始めることとし、操舵スタンドの前に立ち、船首

尾配置の乗組員に全係留索を放すよう指示したのち、船尾の係留索を

放す前に船尾が岸壁から離れ出したので、船尾を岸壁に寄せようと考

え、ジョイスティックを右に倒して船尾右寄せの位置とし、主機を極

微速力前進とした。 

Ａ船は、舵が中央のまま前進を始め、左舷船首部が、Ａ船の南西方

に係留していたＢ船の船首部に衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか９人が乗り組み、霞ヶ浦南ふ頭７４岸壁に、船

首を北東方に向けて左舷着けで係留し、船首ランプウェイを展開し、

車両の積み込みを行っていたところ、Ａ船が衝突した。 

分析  Ａ船は、霞ヶ浦南ふ頭７５岸壁から離岸操船中、船長Ａが、舵の操

縦がジョイスティックに切り替わっていなかったものの、ジョイステ

ィックに切り替わったつもりで舵が中央のまま主機を前進としたこと

から、Ａ船が前進し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、急いで操舵室の出港準備を始めたことから、操縦権の表

示を確認せず、ジョイスティックに切り替わったつもりで舵が中央の

まま主機を前進としたものと考えられる。 

 Ｂ船は、霞ヶ浦南ふ頭７４岸壁に係留中、Ａ船が衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が霞ヶ浦南ふ頭７５岸壁から離岸操船中、Ｂ船が岸

壁に係留中、船長Ａが、舵の操縦がジョイスティックに切り替わって

いなかったものの、ジョイスティックに切り替わったつもりで舵が中

央のまま主機を前進としたため、Ａ船が前進し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、舵の操縦権の切替えを行う際には、操縦権の表示を必ず

確認すること。 

 ・船長は、発航前検査において、舵の作動テストを行う際は、手動

操舵だけではなく、使用する遠隔操縦装置における作動テストも

行うこと。 


